
 亀岡市告示第１号  

 

 亀岡市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知に関する要綱を

次のように定める。  

 

   平成２７年１月１日  

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正 隆 

 

 

亀岡市住民票の写し等の不正取得に係る

本人通知に関する要綱  

 

 （目的）  

第１条  この要綱は、住民票の写し等の不正取得が行われた場合に

おいて、不正取得された者（以下「本人」という。）に対し、不

正取得の事実を通知することにより、不正取得による個人の権利

の侵害を防止するとともに、不正請求及び不正取得の抑止を図る

ことを目的とする。  

 （定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。  

⑴  住民票の写し等  次に掲げるものをいう。  

ア  住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。以下「住基法」

という。）の規定による住民票の写し、住民票に記載をした

事項に関する証明書、消除された住民票の写し、消除された

住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し

及び消除された戸籍の附票の写し  

イ  戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）の規定による戸籍の

謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれ

た戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関す

る証明書、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれ



た戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

及び届書に記載した事項に関する証明書  

⑵  不正取得  偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交

付を請求し、受けることをいう。  

⑶  職務上請求書  特定事務受任者（弁護士（弁護士法人を含

む。）、司法書士（司法書士法人を含む。）、土地家屋調査士

（土地家屋調査士法人を含む。）、税理士（税理士法人を含

む。）、社会保険労務士（社会保険労務士法人を含む。）、弁

理士（特許業務法人を含む。）、海事代理士又は行政書士（行

政書士法人を含む。）をいう。）の所属する団体等が発行した

住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。  

 （不正取得の事実確認）  

第３条  市長は、交付した住民票の写し等が次の各号のいずれかに

該当する場合は、事実関係を確認し、不正取得か否かを判断する

ものとする。  

⑴  住基法第４７条第２号又は戸籍法第１３３条若しくは第   

１３４条の規定の違反事件に係る判決又は決定が確定した場合  

⑵  法務局、京都府その他の関係機関から、偽造又は紛失の通知

があった職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明ら

かになった場合  

⑶  前２号には該当しないが、その様態から同一事件として不正

取得に当たる蓋然性が高いと認められる場合  

 （抗議等）  

第４条  市長は、前条の規定により不正取得であると判断した場合

には、直ちに当該不正取得をした者（以下「不正取得者」とい

う。）に抗議を行い、併せて、不正取得した住民票の写し等の返

還並びに不正取得の目的及び不正取得した住民票の写し等の使途

に関する報告を求めるとともに、本人に次条の通知を行う旨を通

告するものとする。  

２  不正取得が職務上請求書によるものである場合には、市長は、

当該不正取得者の所属する団体等に対して、会員に対する指導を

要請するものとする。  

  



３  市長は、第１項の抗議を行った場合には、必要に応じてその事

実を公表するものとする。  

 （通知の要件）  

第５条  市長は、次の各号の全てに該当する場合に、本人に不正取

得の事実を通知するものとする。  

⑴  第３条の規定により不正取得であると判断した場合  

⑵  不正取得された住民票の写し等に係る交付請求書が保存され

ている場合  

⑶  次条に定める通知の対象者の所在が判明している場合  

 （通知の対象者）  

第６条  通知の対象者は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げ

るとおりとする。  

⑴  不正取得された住民票の写し等が本人のみを記載したもので

ある場合  本人  

⑵  世帯又は戸籍全員を記載したものである場合  世帯主又は戸

籍の筆頭者（世帯主又は戸籍の筆頭者が死亡しているときは、

当該住民票の写し等に記載された者のうち市長が別に定めるも

の）  

 （通知の方法）  

第７条  市長は、第５条の通知を行うときは、あらかじめ通知の対

象者に不正取得があったことを連絡し、不正取得に関する説明を

受ける意思を確認するものとする。  

２  市長は、前項の確認の結果、当該対象者が説明を希望する場合

には、面談その他適切な方法により、説明するものとする。  

３  第１項の連絡及び前項の説明に当たっては、プライバシーの保

護及び秘密の保持を徹底し、住民票の写し等に記載されている者

が不利益を受けることのないようにしなければならない。  

 （通知の内容）  

第８条  前条第２項の面談により通知する事項は、次に掲げるとお

りとする。  

⑴  通知を行う理由  

⑵  不正取得の事実関係  

  



ア  不正取得が行われた時期  

イ  不正取得者の住所及び氏名  

ウ  不正取得された請求の種別及び通数  

⑶  その他必要と認める事項  

２  前項の事項の説明に当たり、通知の対象者から資料提供を求め

る申出があった場合には、速やかな開示に努めるものとする。  

 （通知後の対応）  

第９条  前条の規定による説明を行った後、説明を受けた者から人

権侵害に係る問題の提起又は相談があった場合には、人権担当部

署及び関係機関が連携を図り、適切に対応するものとする。  

２  前項に定めるもののほか、債権又は相続等に係る相談があった

場合には、法律相談等を行っている機関を紹介するものとする。  

 （その他）  

第１０条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別

に定めるものとする。  

 

   附  則  

 

 この要綱は、告示の日から実施する。  

 


